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TSR ポイント利用約款 
 

 

2020年3月30日改定 
 

 

第１章 総則 

 

第1条（適用範囲） 

1. 本約款は、当社が発行するTSRポイントの購入及び利用に

ついて必要な事項を定めるものです。購入契約は、本約款

の定めにより、その内容が規律されるものとします。 

2. 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習

によります。 

3. 当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込

みに応じることがあります。 

 

第2条（約款の変更） 

1. 当社は、本約款を変更することができるものとします。本

約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約

款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブ

サイトで利用者が知り得る状態に置くか又は利用者に通知

します。 

2. 前項の規定により本約款を変更した場合は、購入契約の成

立時期にかかわらず（変更後の約款の効力発生時期の前に

成立した購入契約を含みます）、最新版の約款を適用するも

のとします。 

 

第3条（用語の定義） 

本約款で使用する主な用語の定義は、次に掲げる通りとし

ます。 

(1) 本約款 

このTSRポイント利用約款をいい、別記及び料金表

を含みます。 

(2) 購入契約 

TSRポイントの購入及び利用に関する契約をいいま

す。 

(3) 当社 

株式会社東京商工リサーチをいいます。 

(4) 利用者 

当社との間で購入契約が成立した者をいいます。 

(5) 本商品 

別記「対象商品一覧」に記載された商品をいいます。 

(6) 本サービス 

本商品を取得し又は本商品のサービスの提供を受ける

（以下「取得等する」といいます）ための決済手段と

して利用を認めるTSRポイントに関するサービスを

いいます。 

(7) tsr-van2 

当社が運営するウェブサイトで企業に関する情報等を

提供するサービスをいいます。 

(8) 当社のウェブサイト 

https://www.tsr-net.co.jp/及びその下位のディレクト

リ並びにその後継となる他のドメインのウェブサイト

をいいます。 

(9) 料金表 

TSRポイントの料金及び本商品を取得等するために

必要なポイント数等を定めた書面又は電磁的記録をいいま

す。 

 

第4条（商取引） 

1. 当社は、事業者に対してTSRポイントを発行するものとし、

事業者ではない者はTSRポイントを利用することはでき

ません。 

2. TSRポイントは、利用者にとって商行為となる取引におい

てのみ利用されるものであり、利用者は、TSRポイントを

事業の用途に供する目的以外で利用することはできません。 

 

第２章 本サービスに関する事項 

 

第１節 本サービスの利用申込みとTSRポイントの購入 

 

第5条（申込み） 

購入契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。 

 

第6条（審査） 

1. 当社は、購入契約の申込みがあった場合には、当該申込み

を審査することができるものとします。なお、当社は、当

該申込みをした者に対し、審査基準を開示する義務を負い

ません。 

2. 当社は、審査の結果、購入契約の申込みを承諾しないこと

ができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申

込みをした者に対して通知しますが、理由を開示する義務

を負いません。 

 

第7条（購入契約の成立） 

1. 購入契約は、第5条の申込みをした者に対し、当社が、書

面により承諾の意思表示をしたとき又は第5条の申込みを

した者に対してTSRポイントを付与する旨を通知したと

きのいずれか早い時点で成立します。 

2. 前項の規定にかかわらず、tsr-van2上で購入契約の申込み

をした場合には、tsr-van2上でTSRポイントの付与が表

示された時点で、当社は、購入契約を締結する意思表示を

したものとみなします。 

3. 前二項の場合、購入契約の成立時点で、当社は、利用者が

本サービスを利用することを承諾したものとみなします。 

 

第8条（TSRポイント購入代金の支払い） 

1. 利用者は、当社に対し、料金表に記載又は記録されたTSR

ポイントの料金を支払うものとします。 

2. TSRポイントの料金には消費税及び地方消費税（以下「消

費税等」といいます）を含みません。利用者は、当社に対

し、消費税等相当額を加算して支払うものとします。 

3. 当社は、利用者に対し、購入契約成立後速やかに、TSRポ

イントの購入に関わる請求書を発行します。 

4. 支払期限は、請求書受領日の翌月末日とします。ただし、

支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の

営業日までに支払うものとします。 
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5. 支払方法は、当社が別途指定する銀行口座への振込みとし

ます。なお、振込手数料は利用者の負担とします。 

6. 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者（TSRポ

イントを購入しようとする者を含みます。以下、本条にお

いて同じ）が知り得る状態に置くか又は利用者から請求が

あった場合に遅滞なく交付又は提供（ただし、既に交付又

は提供済みであるときは除きます）します。 

 

第2節 TSRポイントに関する事項 

 

第9条（利用者の範囲） 

1. TSRポイントは、利用者自身に限り利用することができま

す。 

2. 法人・団体の利用者は、同一法人・団体内でのみ利用する

ことができます。 

 

第10条（TSRポイントの有効期間等） 

1. 利用者は、当社と利用者の間で合意したTSRポイントの利

用開始日から1年間、TSRポイントを利用することができ

ます。 

2. 有効期間満了日の終了時点で残存しているTSRポイント

（以下「残存TSRポイント」といいます）は失効します。 

3. 利用者は、残存TSRポイントの失効についてTSRポイン

トの購入代金の減免、返金又は損害賠償等を求めることは

できません。 

 

第11条（TSRポイントの利用） 

1. 利用者は、購入したTSRポイントに対応する、本商品を取

得等するために必要となるTSRポイントを利用すること

で本商品を取得等することができます。なお、利用者が

TSRポイントを保有している場合、利用者は本商品を、

TSRポイントを利用して取得等するものとします。 

2. 利用者のTSRポイントは、以下の時点で利用されたものと

して消滅します。 

(1) 利用者が、当社に対して、本商品のうち対応する商品

に関する当社所定の申込書を提出する方法により当

該本商品を取得等する場合は、当社との間で本商品を

取得等する契約が成立した時点 

(2) 利用者が、tsr-van2上で、本商品のうち各種TSR 

REPORT、BSSマーケティングレポートを取得する

場合は、ディスプレイ上に表示される課金確認のボタ

ンをクリックした時点 

(3) 利用者が、tsr-van2上で、本商品のうちモニタリング

サービスの登録を行う場合は、登録の時点、並びに、

登録後は毎月第一営業日及び最終営業日 

(4) 利用者が、tsr-van2上で、本商品のうち各種D&Bレ

ポートを取得する場合は、次に記載の通り。 

① 調査依頼の場合は、本商品の取得時 

② コピーの場合は、ディスプレイ上に表示される取

得確認のボタンをクリックした日から2営業日後 

3. 利用者がTSRポイントを保有している場合に、本商品を取

得等するために調査付帯料金が発生する場合には、利用者

は、購入契約の申込みの時点で調査付帯料金の支払いにつ

いてTSRポイントを利用するか否かを決定するものとし

ます。 

4. 前項の調査付帯料金の支払いについては、以下のとおりと

します。 

(1) 利用者が、調査付帯料金の支払いにつきTSRポイント

を利用することを選択した場合には、下記の計算式に

より必要となるTSRポイントを算出するものとしま

す。なお、調査付帯料金に関するTSRポイントは、

当社が、調査付帯料金が確定したと判断した時点で利

用されたものとみなします。 

調査付帯料金の合計÷（TSRポイントの購入金額

（税抜）÷発行されたTSRポイント）（小数点以下

切り捨て） 

(2) 利用者が、調査付帯料金の支払いを現金で行うことを

選択した場合には、第8条を準用し、調査付帯料金の

支払いを行うものとします。 

5. 本商品を取得等するために必要となるTSRポイント数は、

利用者がTSRポイントを購入した時期を問わず、TSRポ

イント利用時の料金表を適用します。 

6. 当社は、利用者から本商品の申込みがなされた場合、その

契約の成立又は不成立が確定するまでの間、当該本商品の

取得等に必要なTSRポイントを仮押さえすることができ

るものとします。利用者は、当社に仮押さえされている

TSRポイントを利用することができません。 

 

第12条（TSRポイント不足時の対応等） 

1. 利用者は、本商品を取得等するため、又は、調査付帯料金

の支払いのために必要なTSRポイントが不足する場合、

新たにTSRポイントを購入し、不足するTSRポイントに

充当することができます。なお、この場合、TSRポイント

は有効期間が先に終了を迎えるものから順に利用されます。 

2. 前項に従って本商品を取得等する場合であって、新たに締

結した購入契約（以下、「新たな購入契約」といいます）に

より購入するTSRポイント数と、従前の購入契約（以下、

「従前の購入契約」といいます）により購入したTSRポ

イント数が異なる場合には、下記の計算式により、利用者

が本商品を取得等するのに必要なTSRポイントの調整を

行います。なお、下記計算式により調整した結果、充当す

るTSRポイントに小数点以下の端数が生じる場合には、

これを切り捨てるものとします。 

計算式： 

（A）＝（B）－引当済みポイント×（B）／（C） 

計算式の説明： 

充当するTSRポイント＝（A） 

新たな購入契約における本商品の提供を受けるために

必要なTSRポイント＝（B） 

従前の購入契約における本商品の提供を受けるために

必要なTSRポイント＝（C） 

従前の購入契約におけるTSRポイント残高＝引当済

みポイント 

3. 利用者は、本商品を取得等するため、又は、調査付帯料金

の支払いのために必要なTSRポイントが不足する場合で

あって、新たにTSRポイントを購入しない場合には、当

社の指示に従い不足分を現金で支払うものとします。 

4. 当社は、TSRポイントを利用する時点でTSRポイントが

不足することが明らかになった場合には、新たな購入契約

が締結されるまで又は不足分が現金で支払われるまで、本

商品の提供をしないことができます。 

 

第13条（TSRポイントの利用取消等） 

1. 当社は、理由の如何を問わず、利用者によるTSRポイント

の利用の撤回又は取消等を認めません。 

2. 利用者が、tsr-van2上でTSRポイントを利用する場合には、

tsr-van2のID及びパスワードによりなされたTSRポイン

トの利用については、理由の如何を問わず利用者によりな

されたものとみなします。 
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第14条（TSRポイントの残高確認） 

1. 当社は、利用者の依頼に基づき、利用者の保有するTSRポ

イントの残高を証する書面を発行します。 

2. 当社が、利用者に対して、tsr-van2上でTSRポイントを利

用することを認める場合であっても、利用者の保有する

TSRポイントの残高を証するものは、前項に従い当社が発

行する書面に限るものとします。なお、tsr-van2上で表示

されるTSRポイントの残高と実際に利用者が保有する

TSRポイントの残高との間に齟齬がある場合であっても、

当社は責任を負いません。 

 

第３節 その他一般事項 

 

第15条（本サービスの一時利用停止） 

1. 当社は、天災地変、火災、停電、通信網の遮断、戦争、内

乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、伝染

病の蔓延、法令の制定改廃、その他の不可抗力により、本

サービスの提供が困難であると当社が判断したときは、本

サービスの利用開始日の延期、利用条件の変更、利用の中

断、利用の中止をすることができます。 

2. 前項により利用者に損害が生じても、当社は一切責任を負

いません。 

 

第16条（本サービスの一時的な中断） 

1. 当社は、本サービスで用いるコンピュータの保守作業等の

ため、定期的又は緊急に本サービスの一時的な中断をする

ことがあります。 

2. 利用者は、前項による本サービスの一時的な中断を理由と

して、TSRポイントの有効期間の延長、TSRポイント購

入代金の減免、返金又は損害賠償等を求めることはできま

せん。 

 

第17条（本サービスの終了） 

1. 当社は、利用者に通知することにより、本サービスを終了

することができるものとします。 

2. 当社は、当社の都合により本サービスを終了する場合に、

本サービスが終了する時点で利用者が保有しているTSR

ポイントについて、TSRポイントの購入金額（税抜）を、

発行されたTSRポイントで除した金額（小数点以下は切

り捨てるものとします）を１ポイント当たりの金額として

精算し、利用者に速やかに返金するものとします。 

3. 当社は、本サービスの終了により利用者に損害が生じても、

一切責任を負いません。 

 

第18条（本サービスの中止） 

1. 当社は、利用者が次の各号の一に該当したときは、事前に

何ら通知催告することなく、直ちに本サービスの提供を中

止することができるものとします。 

(1) 支払の停止（１回のみの手形又は小切手の不渡りを含

みます）があったとき、又は手形交換所の取引停止処

分を受けたとき。 

(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税

滞納処分を受けたとき。 

(3) 支払猶予の申出（購入契約及び本約款に基づく支払に

限りません）、債権者集会の招集準備、主要資産の処分

の準備、その他支払が困難と認められる事由が生じた

とき。 

(4) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を

受けたとき。 

(5) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。 

(6) 合併によらないで解散の決議をしたとき。 

(7) 本約款に違反したとき、又はそのおそれがあるときで

相当の期間を設けて改善を求めても是正されないとき。

ただし、本約款に違反するおそれがある事実が客観的

に認められ、相当期間中の改善が見込めない場合を含

むものとします。 

(8) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させた

とき、又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若

しくは危害をおよぼしたとき。 

(9) その他前各号に準ずるような本サービスの提供を継続

し難い重大な事由が生じたとき。 

2. 当社は、前項の規定に基づき本サービスを中止したことに

より利用者に損害が生じても、その損害の賠償責任を負い

ません。また、TSRポイント購入代金の返金はしません。 

3. 第1項に基づく本サービスの中止は、当社による、利用者

に対する、当該本サービスの中止に起因した損害の賠償責

任を制限しません。 

 

第19条（期限の利益の喪失） 

利用者は、前条第1項各号の一に該当したときは、本サー

ビスが中止されるか否かにかかわらず、当社に対する全て

の金銭債務について期限の利益を喪失し、直ちに支払わな

ければならないものとします。 

 

第20条（損害賠償） 

当社が、本サービスに関して利用者に対して損害賠償責任

を負う場合、当社は、当該損害に関わる購入契約に基づき

利用者が支払済みのTSRポイント購入代金を上限として、

その責任を負います。 

 

第21条（変更の届出） 

1. 利用者は、TSRポイントを保有する間に申込書に記載した

名称又は氏名、住所、電話番号等の事項に変更が生じた場

合、その他当社の求めにより届け出た事項に変更が生じた

場合には、当社に対し、速やかに当社の定める方法で変更

の届出を行うものとします。 

2. 前項の届出がなかったことにより利用者に損害が生じても、

当社は一切責任を負いません。 

 

第22条（権利義務の譲渡） 

1. 利用者は、本サービスに関して利用者に生じる権利義務（購

入契約上の地位及びこれに基づく権利義務を含みますがこ

れらに限りません）を、当社の事前の書面による承諾を得

ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供する等し

てはなりません。 

2. 当社は、本サービスに関わる事業を譲渡する場合には、利

用者に通知することにより、本サービスに関して生じる権

利義務（購入契約上の地位及びこれに基づく権利義務を含

みますがこれらに限りません）を、譲受会社に譲渡するこ

とができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾する

ものとします。 

 

第23条（反社会的勢力の排除） 

1. 利用者は、自己又はその役員若しくは実質的に経営を支配

する者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集

団等、その他これらに類する者（以下「反社会的勢力」と

いいます）でないことを当社に対して表明し、確約するも

のとします。 

2. 利用者は、自己又はその役員若しくは実質的に経営を支配
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する者が反社会的勢力を利用したり、資金を提供又は便宜

を供与したりする等、社会的に非難されるべき関係又はそ

の他の密接な関係を有しないことを当社に対して表明し、

確約するものとします。 

3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をし

ないことを、当社に対して確約するものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる

行為 

(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当

社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に類する行為 

4. 利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でない

ことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的

勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の

適切な措置を講じることを、当社に対して確約するものと

します。 

 

第24条（準拠法） 

本約款は日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈さ

れます。 

 

第25条（合意管轄） 

本サービスに関連して利用者と当社との間で紛争が生じた

場合には、利用者が第5条に従って申込みをした（ただし、

tsr-van2上で申込みをした場合は、tsr-van2の申込みをし

た）当社の本社、支社又は支店の所在地を管轄する高等裁

判所所在地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所

とすることに合意します。 

以上 

 

（別記） 

対象商品一覧 

 

1. 調査レポート 

(1)各種TSR REPORT 

(2)各種D&B レポート 

(3)T-WATCH 

 

2. 市場動向・調査レポート 

(1)マーケティングレポート 

 

3. その他 

(1)モニタリング 

以上

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

＜以下余白＞ 

 


